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今年のお盆も終わりました。弁護士をやっていると，親戚の
集まりや同窓会の席で「弁護士はなぜ犯罪者の味方をするのか」
「犯罪者を弁護する必要なんてない」という話をされることが
意外とあります。そこで，この場を借りて私なりの意見（とい
うほどのものでもありませんが）を書いてみようと思います。

日本の刑事裁判の主な登場人物は，①裁判官，②検察官，③
被告人（犯罪者），④弁護人の４人です。日本の刑事裁判では，
「当事者主義」という原則がとられていて，裁判官が刑事裁判
の主導権を持つのではなく，当事者（検察官と被告人）が主導
権を持って裁判が進んでいきます。裁判官が自発的に犯罪の証
拠を集めてきたりすることは基本的にはありません。イメージ
としては，「検察官が被告人を攻撃して，被告人（＋弁護人）
がそれを防御して，その攻防の勝敗を第三者的な立場から裁判
官が判定する」と思ってもらえれば問題ないと思います。

しかし，検察官は刑事裁判のプロなので，特別な知識を持たない被告人が独力で検察官とやりあったら，ボ
コボコに負けてしまうのは目に見えています。そこで，被告人が検察官と対等に戦えるように被告人をサポー
トするのが弁護人の役割なのです。むやみやたらに「被告人は無罪だ！」「被告人の罪を軽くすべきだ！」と
主張をするのが弁護人の仕事ではありません。

事件によっては，被告人に有利な事情が一切ない場合もあります。弁護人も人間なので，悪質な事件であっ
たり被告人が反省していなかったりすると，被告人に対して否定的な感情を持ってしまうことがないではあり
ません。しかし，だからといって，弁護人が「この被告人は悪い奴だから弁護するのはやめよう」となってし
まうと，刑事裁判の知識のない被告人がプロである検察官に一方的に攻撃されるだけになってしまうのです。
こうなると，検察官vs被告人（・弁護人）の攻防を裁判官が第三者的に判定するという刑事裁判の構造が崩れて

しまいます。弁護人の仕事の本質は，被告人を無罪にしたり刑を軽くしたりすることではなく，刑事裁判の構
造である検察官vs被告人の攻防をフェアに行わせるためのサポートをすることにあります。

最後になりますが，（まともな）弁護人は，反省していない犯罪者には反省を促しますし，実際にやってし
まった犯罪行為については自白するように説得します。弁護人が犯罪者の味方をしているというのはそれ自体
間違いではありませんが，弁護人は被告人のサポートをするという役割を負っており，弁護人が被告人をサ
ポートしなければ刑事裁判の構造が崩れてしまうという背景事情があることをご理解いただければ幸いです。

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 弁護士 春明航太

弁護士のつぶやき
「弁護士はなぜ犯罪者の味方をするのか

～刑事裁判における弁護士の役割論～」
弁護士春明航太



代表弁護士からのご挨拶

「時勢（移り変わる時代のようす。世の中の成り行き。）」？

「時世（時とともに移り変わる，世の中。時代。）」？

「辞世（この世に別れを告げること）」？

集団的自衛権について最後に一言。

そのうち，表現の自由が失われる事態もありえなくはないので，「炎上」を覚悟で今のうちに言い
たいことを論じておきたいと思います。政治家も報道もあまり論じていない視点を中心に書き残して
おきたいと思います。

① 経済的な結びつきが戦争の抑止力になるということ

日本の貿易相手国ですが，２０１３年の輸入に占める割合で，中国は１位を占めており，１７兆６
５００億円（２１．７％）です。２０１３年の輸出に占める割合でも，中国は２位となっており，１
２兆６３００円（１８．１％）です。

もし本当に戦争が起きるとこれだけの貿易がストップするため，中国国内で暴動が生じる可能性す
らあると思います。つまり，密接な経済の結びつきは，戦争の抑止力になっていると思います。

この関係では，中国で内乱が起き，万単位で難民が出てきて，日本に押しかけられると日本は事実
上占領されてしまいかねません。

難民認定法違反で，警察が逮捕，その後勾留して，正式裁判を行い，入国管理センターで収容しま
す。自費で帰れる人から帰しますが，その間の費用は日本政府が支払うため，万単位で来られると，
中国人のために，膨大な費用がかかり日本は財政破綻するかもしれません。戦争よりおそろしいのは
この状況です。

② 集団的自衛権は，安倍政権でしか問題にされていないということ

第１次安倍内閣でも安保諮問会議を作って，答申が安倍総理退陣後福田内閣の時に出ています。し
かし，福田内閣はこれを一顧だにせず，その後の政権もまったく政策課題にしてきませんでした。第
２次安倍内閣が成立し，やり残した宿題のように出てきた議論ですので，安倍さんだけがやりたがっ
ている政策ということがわかります。

つまり，本当は必要性も緊急性もない政策と考えられます。
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③ 集団的自衛権のための予算が増大すると考えられること

核兵器を持ち世界一のアメリカ軍を自衛隊が守ってやるという構造は，滑稽な話でしかないのです
が，いつの間にか国家政策になってしまいましたので，これからのことを考えないといけない状態に
なっています。容易に想像できるのは強兵政策がとられていくことです。防衛予算の増大に注意を払
う必要があります。

新聞報道によると，アメリカの最新の情報システムを自衛隊にも共通のシステムとして導入しよう
とすると８２０億円がかかるとされていました。これはすぐにできないので，旧システムを自衛隊と
共通で使用するために維持してくれとお願いしているのだそうです。ソフト面でだけでさえこれなの
ですから，ハード面での充実にはもっとお金がかかります。そんなことにお金をかける余裕が今の日
本にあるのでしょうか。アベノミクスというのが富国政策と考えると，富国強兵？何やら明治憲法の
世界に戻ったかのようです。

集団的自衛権のために防衛費が増えていくかどうかきちんと監視していくべきです。

④ 必要最小限度のまやかし

政府は，集団的自衛権を閣議決定で要件を決めましたが，これが必要最小限度であるというのは，
実はまやかしというか自己満足です。

都合がいいように閣議決定を繰り返せば，自由に要件を変えていくことが可能ですから，制約とい
うのはあってもなきがごとき要件です。これが，パンドラの箱を開けてしまったと批判する理由です。
今まで憲法上許されないとされていたのが，解釈で許されるとされたのですから何でもありであるこ
とは明白です。湾岸戦争で経済的支援しかできず一緒に戦えなかったトラウマが原因になっていると
いう報道もあります。現在の要件では集団的安全保障なるものはできないことになっていますが，も
ともとの発想がそれを認めるためですから，そのうち，要件を変えていくのは間違いないのではない
かと思います。小さく産んで大きく育てるのだとおもいますが，いかかでしょうか。

⑤ 集団的自衛権は，局地戦で終わるのでしょうか

たぶん違います。戦争をはじめるときの大義名分の議論に過ぎませんから，その後全面戦争に突入
する可能性がありますし，相手国も自衛隊だけを相手にするとは限らず，国民や領土に対する攻撃も
あり得ます。自分の頭の上にミサイルが落ちてくる状況を思い浮かべれば，このような政策変更はす
ばらしいとして支持できるものなのでしょうか。

ちなみに，この方は，広島でも長崎でも平和記念式典で去年と同じ挨拶と批判されていましたが。
自分の頭の上にミサイルが落ちてくることは想像できない立場にあられるからでしょう。

⑥ 安倍総理はチキン・レースがお好き

暴走族が，スピードを緩めず走行して，衝突することを避けようとする方を臆病者として負けとす
るというレースがあります。チキンは英語で臆病者のことですから，チキンレースと呼ばれていると
思います。中国の習近平国家主席は，語弊がありますが，強硬路線の拡張主義者のようで，安倍総理
とは双璧のチキン・レース好きの方のようです。お互いに，「おまえはチキンか？」とののしりあっ
て，結構危ない政治情勢になっています。お互いに一歩も引かなければ，戦争突入しかない結末にな
ります。

⑦ 尖閣列島問題

中国が何故自国の領土と主張するか知らない人が多いと思います。そんなところから対話が必要だ
と思いますが，今まで自民党政権が中国との間で領土問題を棚上げにしてきたところであること（１
９７２年の日中国交正常化交渉の田中角栄，１９７８年の鄧小平来日時，１９９７年１１月の日中漁
業協定の小渕恵三が棚上げし，漁業協定の適用外とした）をまず知っておくべきではないかと思いま
す。
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日本の領土問題は，戦争に負けたために，ポツダム宣言とサンフランシスコ講和条約で決まってお
り，日清戦争後に取得した領土を差し引いたものに限定されるとされているところ，尖閣列島は，１
８９５年１月１４日に日本の領土化されており，日清戦争のまっただ中であったこと，当時琉球政府
は日本と清国に二重に帰属しており，沖縄全体の帰属について争いがあったことから，中国が領土主
張をする理由が出てくるというわけです（日本の領土問題について，白井聡「永続反戦論」という本
は良く書いてありますので，興味のある方はお読み下さい）。

民主党政権が，２０１０年９月７日，尖閣列島での中国漁船衝突問題の対応をよく考えないまま，
勾留延長して起訴しようとしたことに端を発していますが，最終的には一地方検察庁の判断として，
処分保留で出しています。このことを逆手にとって弱腰外交として，チキン・レース好きの方が政治
的に利用しているということになります。しかし，もともとは自民党の外交姿勢が棚上げするとして
いた問題なのです。

⑧ 最後に

これだけの実行力があるのなら，諫早湾干拓問題も解決しそうです。

民主党政権を悪者にする手口で，是非解決してもらいたいと思っています。

代表社員弁護士 森 本 精 一
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各弁護士からのご挨拶

弁護士 湯川優子

湯川です。今年は台風が多く夏が短く感じられます。

セミも，晴れている時は，いっせいに鳴きますが，
雨が降り出すとぴたっと鳴くのを止めます。風が強い
時は，セミはどこに隠れているのでしょう・・・。お
盆が過ぎると，もう秋めいてきますね。

今日８月１１日は，今年最大の満月「スーパームー
ン」（月が地球に最も近づいたときに，満月もしくは
新月の形になった月の姿またはその現象のことをいう。
－コトバンクより－）が見られるとのことで，外に出
て月を見ました。

雲の間からとても大きくて明るいスーパームーンを
見ることができました。



弁護士 山下雄一

こんにちは。島原の山下です。

先日，佐賀県の祐徳稲荷神社近
くにある「寿し処 寿し政」さん
にて肉うどんと海鮮いくら丼をい
ただいてきました♪

肉うどんは，甘めのあっさりし
た出汁に，きしめんのような平べ
ったい麺で，とても美味しかった
です（お寿司屋さんですが，肉う
どんが有名なようです。）。

海鮮いくら丼は，写真では分かりにくいかもしれませんが，たくさ
んのいくらの中にサーモンが埋もれており，周囲をとびっこが覆って
います。味もしっかりついていてこちらも大変美味しかったです。

最近，週末は美味しいものばかり食べているので，ダイエットに励
んでおり，間食抜き，腹八分目を厳守しているところです。

寿し処 寿し政 ̯ Ῥ⁸֦ -

弁護士 春明航太

こんにちは，弁護士の春明です。

先日は，代表弁護士の森本の誕生日を事務
所でお祝いしました。

誕生日は，小さいころにはあんなに待ち遠
しかったのに，ある一定の回数を経ると全く
逆の感情を抱くようになるという不思議なイ
ベントのようです。今回の誕生祝いがどちら
の感情を伴うものだったのかはともかくとし
て，誕生祝いというイベントの楽しさを改め
て感じることができた一日でした。

（…念のために補足しておくと，ケーキの上のロウソクは「５３」と

いう形になっています。）
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今月のテーマ記事
「農地転用について」第２回
～担当弁護士 湯川優子～
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今月も引き続き，農地にまつわる諸問題について考えてみたいと思い
ます。

今回第２回のテーマは，太陽光発電と農地転用です。

この頃，畑の中に，太陽光パネルが設置されている風景を見かけるこ
とがありますね。

平成２５年４月に農林水産省は，支柱を立てて営農を継続する太陽光
発電設備等についての農地転用許可制度上の取りあつかいについて公表
しました（農林水産省ホームページより）。

これは，近年，支柱を立てて営農を継続するタイプの太陽光発電設備
等が開発され，このような太陽光発電設備等の設置についても農地法上
の農地転用許可の対象となるのかどうかが問題になったからでした。

そして，農林水産省は，（太陽光発電のパネルを乗せるための）設備
の支柱の基礎部分について，一時転用許可の対象とするとしました。

一時転用許可期間は３年間（問題がない場合には再許可可能），一時
転用許可に当たり，周辺の営農上支障がないか等をチェックし，一時転
用許可の条件として，年に１回の報告の義務付け，農産物の生産等に支
障が生じていないかをチェックするとされています。

（ この点，前回お話ししましたように，農地の存在する地域の特性か
ら取り扱いに差が生じ，農地の存在する地域が市街化区域では，もとも
と農地転用が届け出制になっています。）

したがって，転用許可を受けずに，許可対象の農地に太陽光発電設備
を設置すると農地法違反とされてしまいます。

また，農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気
の発電の促進に関する法律（農山漁村再生可能エネルギー法）が平成２
５年１１月に成立し，平成２６年５月１日から施行されました。

まだ，施行されたばかりの法律ですが，同法律施行の下でも，上記の支
柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等の設置について，一時転用
許可を受ける必要があることに変わりはないようです（九州農政局ホー
ムページより）。
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先日，平成２６年４月の日本経済新聞の記事で，長野県内で，耕作
放棄した農地を転用して太陽光発電を始める農家が急増しているとの
記事を読みました。

長野県では耕作放棄地が多く，平成２２年度において，全国５位で
あったそうですが，平成１７年度において，こちら長崎県は，耕作放
棄地率において，全国１位であったようです。

農地の有効利用のために，今後，長崎県でも太陽光発電設備等の設
置が増加するかもしれません・・・。

農地への太陽光発電設備の導入には，転用許可の問題の他にも事前
に九州電力との協議等が必要とされています。

農地に関して疑問が生じた場合など，何かありましたら，どうぞ，
気軽に弁護士にご相談下さい。

セミナーのご案内

１０月２５日（土曜日）午後１時３０分より，
諫早商工会館３階大会議室において，当事務所
主催の無料セミナー「農地をめぐる諸問題」を
開催いたします。テーマ記事として取り上げて
いる「農地転用」に関する事項を中心に，当事
務所の弁護士湯川優子が講師となり，分かりや
すく解説いたします。

詳しいご案内は別途お送りいたします。皆様
のご参加お待ちいたしております。



当事務所からのご案内

相談受付時間

平日・土曜９時～１８時（土曜日は諫早事務所のみ）

※上記時間外，日曜日，祝日等は留守電対応となっております，営業時間内に
事務所より折り返しお電話いたします。

法律相談料

原則として，初回３０分無料，３０分超過後１時間まで５０００円（別途消
費税），以後３０分ごとに５０００円（別途消費税）が加算となります。
ただし，交通事故（被害者側）に関するご相談は時間に関わらず無料となり

ます（任意保険の弁護士費用特約がご利用可能な場合を除く）。また，離婚に
ついてのご相談は，初回に限り無料となります。
このほか，電話相談，メール相談，キャンペーン等も行っておりますので，

お気軽にお問い合わせください。

離婚・相続サポートサービス

離婚・相続事件において，弁護士より定期的にアドバイスを受けられるリー
ズナブルなサポートプランをご用意しております。サービス内容は以下をご確
認ください。

離婚手続サポートサービスのご案内

http://www.justitia-law.com/img/support_rikon.pdf

遺産分割サポートサービスのご案内

http://www.justitia-law.com/img/support_isanbunkatsu.pdf

顧問契約のご案内

法的問題発生の前段階で，弁護士によるリーガルサービスを受けることは，
法的紛争の回避，問題発生の予防に役立つものです。また，既に問題が発生し
ている場合でも，弁護士による適切なアドバイスを速やかに得ることで，問題
を早期に解決することができます。

当事務所の顧問契約の特徴，サービス内容，顧問料の価格等は以下をご確認く
ださい。

顧問契約のご案内

http://www.justitia-law.com/img/support_komon.pdf

是非ご検討ください。 8



当事務所へのアクセス

【諫早事務所】

〒８５４－００１６

諫早市高城町５番１０号 諫早商工会館４０４号

島原鉄道線「本諫早駅」より徒歩７分

島鉄バス「市役所前」より徒歩１分

電 話：0957-22-8100
ＦＡＸ：0957-22-9702

【島原事務所】

〒８５５－００４２

島原市片町６１６番地１

島原鉄道線「島原駅」より徒歩１分

島鉄バス「島原駅前」より徒歩１分

電 話：0957-73-9980

ＦＡＸ：0957-73-9981

メールアドレス（諫早事務所・島原事務所共通）

morimoto_sogo@justitia-law.org
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